
平山議員 初めての一般質問になります。よろしくお願いします。それでは、通

告してありました２点質問させていただきます。まず初めに、近年各地における

台風、水害や来るべき南海トラフ地震に備える必要がある中で、最前線である牟

岐町の防災士資格取得の職員が１名という現状であります。防災士制度とは、大

規模災害発生時の行政主導の救助救出活動などが遅延・制限されるといった阪

神淡路大震災の教訓を踏まえ、防災リーダーを養成する目的で創設された制度

であり、東日本大震災や各地でのさまざまな災害時に活躍なさっています。現在

四国では、徳島県３，０３０人、香川県２，４２３人、高知県３，９４３人、そ

して愛媛県におきましては、昨年７月の豪雨災害もあり１３，０４４人と、防災

士認証者数をみても意識の高さ、重要性が伺えます。公の機関が出動する前に自

発的な意識、行動が必要であり、その際のリーダーとなる防災士の役割が重要だ

と考えます。町としてそれを積極的に増員、推奨する考えはありますか。次に前

の事案に関連していますが、自力避難困難者の避難方法についてですが、高齢者

の割合が半数を超えた牟岐町としては、高齢者が安心して暮らせるまちづくり

では急務であると考えます。現在、町の一人暮らしの高齢者を見ても６３７名で

あり、自力避難困難者といっても程度、状況はさまざまであり、それを随時把握

し更新することも大切でありますが、いざ避難指示が出たときに確実に避難さ

せる方法は考えておられますか。以上、２点答弁をよろしくお願いします。 

 

一山議長 枡富町長。 

 

  （枡富町長 登壇） 

 

枡富町長 平山議員のご質問にお答えします。防災士増員の考えはというとこ

ろで、防災士の増員については、防災活動の取り組みとして非常に重要なことで

ありますので、今後推奨していきたいと考えています。防災士については、その

趣旨から地区の自主防災組織の方々や消防団員など地域で防災リーダーとして

活動していただける方に受講していただきたいと考えていますので、そういっ

た方々を対象に広く受講のお願いをしていきたいと思います。詳しい内容につ

いては担当課長から説明しますので、よろしくお願いします。次に自力避難困難

者の避難方法についてです。確実に避難させる方法は考えているのかというと

ころです。高齢者及び障がい者も含めた自力避難が困難な方のうち、病院や施設

に入所・入院されている方以外の避難方法としまして、避難時に支援が必要な方、

要介護者、障がい者、高齢者等ですが、避難行動要支援者名簿に登録していただ

き、避難支援していただける支援者を決定しています。登録された方には、地区



の自主防災組織や支援者の協力により避難の個別計画を作成するようにしてい

ます。避難支援等関係者への提供状況は、災害時用として、各組織に配布できる

ように名簿の印刷をし、牟岐警察署・海部消防組合・社会福祉協議会・民生委員・

総務課消防団担当者に台帳と地図を配布しています。これまでの取り組みとし

ましては、町内会、各地区自主防災組織の総会などで、災害発生時に支援が必要

とされる方の地域の支援者の人選を自主防災の会長に依頼をしてまいりました。

地域の支援者が決まれば、要援護者一人ひとりについて、個別避難計画を作成し

ています。今後の予定としましては、今まで同意が得られなかった方や新規の要

援護者に周知をし、一人でも多くの方に避難行動要支援者名簿に登録していた

だき、地区の自主防災組織等のご協力を得まして避難時における個人個人に適

した個別計画の作成を目指してまいります。以上です。よろしくお願いします。 

 

一山議長 浜内総務課長。 

 

  （浜内総務課長 登壇） 

 

浜内総務課長 それでは平山議員の防災士動員の考え方について、町長答弁の

補足としてお答えさせていただきます。徳島県地域防災推進員いわゆる防災士

については、その趣旨として「地域の防災活動に行政と協働して取り組む意欲の

ある方々に、防災に関する実践的な知識や技能を習得していただき、地域防災力

向上に向けた取り組み等を積極的に推進できる防災リーダーを養成することを

目的とする」となっており、その趣旨から地区の自主防災組織の方々や消防団員、

各種団体の方など地域で防災活動をしていただける方々を対象にして受講して

いただくことがベストであると考えています。現在町内で防災士講習を受講し

た方は１２名おいでます。当然のことですが災害対応や防災行政は町の責務と

して行う業務であります、特に災害時においては全職員が対応することとなる

ため、職員の災害対応や防災などの知識や技能習得は必要不可欠なものです。職

員の防災研修等については、県や関係機関などが主催する防災研修をはじめ、新

人職員、中間職員や管理職員の研修においても防災関連の研修を実施している

とともに、各担当部署におきましては、専門的な防災・災害対応の講習や研修に

ついて各課の職員が出席して受講しています。また、災害時の対応として必要な

「応急危険度判定士」や「家屋被害認定調査員」などについても毎年計画的に職

員が受講しています。議員指摘のとおり防災士については１名の職員のみです

ので、職員の防災知識向上のため、他の防災研修と同様に進めていきたいと思い

ますが、最初にも申しましたように防災士については「行政と協働して地域防災



力向上に向けた取り組みを推進できる防災リーダーを養成する」という目的に

よるため、できるかぎり自主防災組織や消防団など地域での防災リーダーとし

て受講していただきたいと考えますので、地区自主防災会や消防団などの皆様

に受講していただけるよう、ご協力をお願いしていきたいと思っています。以上

です。 

 

一山議長 平山議員。 

 

平山議員 ありがとうございます。まず職員や民間人、企業の防災士増員は、町

民に対する心強い安心感を与えることになり、保育園、小中学校への増員推奨も

保護者への安心感につながります。また、細分化された避難計画案の策定も可能

になります。牟岐町の積極的な取り組みは他町へのアピールとなり、絶えず更新、

バージョンアップを忘れずに避難訓練、防災計画をしていただきたいと思いま

す。また、提案等としてですが、例えば、避難指示の訓練時にご近所に避難困難

者がおられる方は、声掛けをしてくださいというような、ひと言を放送に加える

ことにより普段からその意識が定着すると思います。高齢化率が５０％を超え

た牟岐町だからこそ、さらに踏み込んだ方法、取り組みを町として考慮していた

だきたいと思います。以上、要望しまして私の質問を終わらせていただきます。 


